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マイナンバー制度とは、どのような制度ですか。

マイナンバーとは、正式には 「個人番号」といい、住民票を有す

―

る住民一人ひとりに付けられる12桁の番号のことです。

マイナンバー制度 (「社会保障 ・税番号制度」ともいいます。)は 、このマ

イナンバーを使って、税務署などの国の機関や地方公共団体、健康保険組合

などが持っている個人のさまざまな情報を同一人の情報かどうか確認する社

会基盤です。

このマイナンバーを国の機関や地方公共団体などが、基本的に、社会保障、

税、災害対策の3分野で活用することにより、スムーズな申告 ・申請等が可

能となり、住民サービスのよリー層の向上につながると考えられています。

たとえば、転職してもマイナンバーは変わらないため、年金納付期間の抜け

落ちなどのリスクがなくなるなどのメリットがあります。

住民一人ひとりに
12桁の番号を通矢D



住民Aさ ん      0

マイナンバーの利用分野

マイナン′ヽ

年金の資格取得 確認、給付を受ける際に利用

福祉 。医療 。その他分野

医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続に利用
福祉分野の給付を受ける際に利用
生活保護の実施等に利用
低所得者対策の事務等に利用

国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載
当局の内部事務等に利用

被災者台帳の作成に関する事務に利用
被災者生活再建支援金の支給に関する事務に利用



個人1青報

マイル ) 」度での

扱い

マイナンバー制度によつて個人1青報が漏洩する

ことはありませんか。

マイナンバー制度下における個人情報の取扱いについては、それ

ご■島 ぞれの機関が保有している情報を特定の機関に集約し、その集約し

た情報をそれぞれの機関が閲覧することのできる 「一元管理」の方法はとり

ません。情報はそれぞれの機関が保有し、他の機関の情報を必要とする場合

に、その都度情報のやりとりを行う 「分散管理」の方法をとります。

このため、マイナンバー(個人番号)が他者に知られても、そのマイナンバー

に組付くあらゆる情報が一度に漏洩するということはありません。

[111廿日i 目

罐

:西1lf

1青報ことに「分散管理」して、

アクセスできる者を制限し

ます′ヽローワーク

独立行政法人 健康保険組合

「―元管理」は行いません

独立行政法人   健康保険組合
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マイナンバー

今後のスケジューリИまどのようになっていますか。

住民のみなさんにマイナンバー (個人番号)を お知らせする 「通

―

知カー ド」が、本年 (平成27年 )10月 以降、原則として住民票に

記載された住所に順次郵送されます。そして、平成28年 1月から行政機関

等によるマイナンバーの利用が開始され、同時に申請者には 「個人番号カー

ド」の交付が始まる予定です。

なお、平成29年 1月から国の機関の間で情報のやりとりが開始され、半

年後の7月から地方公共団体等の間でも情報のやりとりが開始される予定で

す。したがって、マイナンバー制度のメリットを受けられるのは、平成29

年7月からとなります。

H2710   H281 H291 H297

国の機関の間で

情報連携開始

個人番号カード
の交付開始 (希望者のみ)

地方公共団体
の間でも情報

連携開始通知カードの郵送開始 (全住民)
(世帯ことに郵送されます)

平成29年7月からは
国と地方公共団体間でも
情報連携が開始されます。

三  (d〕源員ぃ)                                                                  :
: 平成27年10月から送付が始まる「通知カード」と平成28年1月以 :
:降 、市区町村に申請して取得することとなる「個人番号カード」は、大 三

:駆雲Ю纏権結矛孵泄潔祟舅蹴饉暢聘F三。…
・●● ●●● ●●●●●● ●●● ●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●・     :..



“付 方法

マイナンバー (個人番号)
れるのですか。

はどのように付番さ

vξ
民馨トド、

ゝ`
マイナンrtメ

‐ 1髪オ1猟瀕¥tノ    訛『よ

'
(夫婦や親子でも連番になっていません。)。マイナンバーは住民票コー ドを

基礎にして作成されるため、国外に滞在している人など、住民票がない場合

はマイナンバーは付番されません。

情露留覇島離「

榊

市区町村長

住民



ドの

・′ 通矢0カー ドとどう違うのですか。
個人番号カー ドは、何に使えるのですか。また、

個人番号カードは、住民基本台帳カード (以下、「住基カード」と

いいます。)と 同様、lCチップの付いたカードを予定しており、表面

に氏名、住所、生年月日、性別の基本4情 報と顔写真、裏面にマイナンパー

(個人番号)が 記載される予定です。本人確認のための身分証明書として使

用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体等が条例で定め

るサービスに利用できます。また、e‐Taxの電子申請等が行える電子証明書

も標準搭載されます。

一方、通知カードは、紙製のカードで、氏名、御 ヽ 生年月日、性別の基本4

情報とマイナンバーが記載されます。顔写真は掲載されませんので、通知カー

ド単体での本人確認ができないため、申請等を行う場合には、運転免許証等の

顔写真付きの公的な証明書等の提示が必要となります。

~●
年6月の児童手当の現況届の際に市区町村

にマイナンフヾ―を提示します

●
.........● ●●●●●●●●r.....● ●●●●

厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイ
ナンパーを提示します

証券会社や保険会社等はマイナンバーの提示
を受け、法定調書等に記載します

勤務先はマイナンパーの提示を受け、源泉徴
収票等に記載します

．̈・・・・・・



ドの

個人番号カー ドは、レンタル店やスポーツクラ

ブに入会する場合などに、身分証明書として使
えるのでしょうか。

個人番号カー ドの表面には、氏名、住所、生年月日、性別の基本

`■
じ 4情報と顔写真が掲載されますので、身分証明書としてレンタル店

などで広くご利用いただけます。その際、カードの裏面に記載されているマ

イナンバー(イ固人番号)をレンタル店などに提供する必要はありません。また、

レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすること

は、法律で禁止されています。

身分証明書としての
利用はOK

個

民

・‐ ・

店員

マイナンバーを
提示する必要は



号力4ド の
J

個人番号カードの取得は義務付けられるのです
か。また、顔写真は必ず掲載することになるの
ですか。

個人番号カードは、住民の申請により市区町村長が交付すること

~と されていますので、その取得は強制 (義務)で はありません。

個人番号カードは、さまざまな行政手続におけるマイナンバー (個人番号)

の確認や本人確認の手段として用いることになりますので、住民生活の利便

性の向上という意味でも、できるだけ多くの住民のみなさんに取得していた

だきたいと考えています。

なお、顔写真については、個人番号カードの表面に掲載することが、法律

で義務付けられています。

個人番号
カート

顔写真は必ず掲載されます



個人番号カー ドの交付を受ける際の本人確認は

どのように行うのですか。

個人番号カー ドの交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区

る■ら 町村の窓口に出向き、本人確認
(注)を

行ったうえで、交付すること

になります。ただし、病気などによりご本人が出向くことが難 しい場合は、

ご本人が指定する代理人による受け取りも可能です。

なお、住基カー ドを取得 している場合は、住基カー ドを返却する必要があ

りますので、ご注意ください。

(注)こ の場合の本人確認は、以下のように番号確認と身元確認によって行います。

番号確認

通知カー ド

身元確認

運転免許証
又は

パスポート
など

なお、身元確認において運転免許証もパスポー トもお持ちでない方は市区町村の

窓口までお問い合わせください。

十

市区町村の窓□

原則、本人が出向く



〓ヽ

Ａ

外国人は個人番号カー ドを取得することができ
るのでしょ

住民票を有していれば、個人番号カードを取得することができ

ます。

個人番号カード

うか。

外国人



有効期限
J ドの

個人番号カー ドに有効期限はありますか。

個人番号カードの有効期限は、20歳 以上の方は10年 (発行の日

―

から10回 目の誕生日まで)、20歳 未満の方は容姿の変化を考慮して

5年 (発行の日から5回 目の誕生日まで)と なっています。

たとえば…

生年月日が昭和46年5月○日で、

平成28年1月に個人番号カードの

交付を受けた場合

H281  H285 H295 H305 H355 H365 H375

平成37年 5月の誕生日まで有効

生年月日が平成17年7月△日で、

平成28年 1月に個人番号カードの

交付を受けた場合

H287    H297    H307    H317

平成32年 7月の誕生日まで有効



通知カー
マイナンバー

返納

個人番号カー ドの交付を受けた際、通知カー ド
はどのようにすればよいですか。

個人番号カー ドの交

`増

L付 を受けた場合は、市

区町村の窓口で通知

カー ドを返納することになりま

す。なお、通知カードに有効期

限はありません。

市区町村の窓□

個人番号カー ドの点字対応は行われますか。

希望者には、裏面に氏名と個人番号カードである旨の点字表記を

ど コト行う予定です。

(裏面)

個人番号 ||||||||||||

氏 名  00 00

生年月日  平成CC年 ●月●日
0  0      0      000

0   000   0000   0



運輸度導入後の
あ利用

マイナンバー制度が導入されると、住基カー ド

はどうなるのですか。

平成28年 1月の個人番号カードの交付開始以降、住基カードの新

登 規発行は行われません。

なお、平成27年 12月以前に発行された住基カードについては、有効期間

内は引き続きご利用いただけます。

平成28年 1月 以降、住基

カー ドの新規発行はできま

せんので、個人番号カー ド

の取得をお願いします。

個人番号カード

住基カード

有効期限

個人番号カー ドを取得した場合は住基カー ドを

返納することになります。

H281
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住基カー ドに搭載されている公的個人認証サー

ビスの電子証明書は、個人番号カー ドにも搭載
されますか。

A従助鱚竃撃判 、鵞 浣※驀埒i
搭載されることとなります。

なお、個人番号カー ドの申請に際し、電子証明書の発行を希望しない場

合は、通知カー ドに同封される個人番号カード交付申請書兼電子証明書発

行申請書に発行を希望しない旨のチェックをしていただくことを予定して

います。

個人番号カードに格納される電子証明書

公的個人認証サービスが採用する暗号方式。
秘密鍵と公開鍵はベアとなつており、片方の鍵で暗留 ヒされたものは、もう一方の鍵でしか復号でき
ない性質をもつ。

(性質)
インターネットで電子文書を送信する際などに、署名用電子証明書を用い
て、文書が改&り されていなしヽかどうか等を確認することができる仕組み

(利用されるデータの概要)

噴 |・ 曰
縣断鋤倒

血

‐

國

鴎       彎華
住 開

(性質)
インターネットを開覧する際などに、利用者証明用電子証明書 (基本4情報
の記載なし)を用いて、利用者本人であることのみを証明する仕組み

(利用されるデータの概要)

,公開縫十電子証話ρ



証

方利用

電子証明書の利用方法について、教えてください。

前ページのとおり、個人番号カー ドには、署名用電子証明書と利

A用 者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が搭載されることにな

ります。

署名用電子証明書は、電子文書を送信する際などに文書が改ざんされてい

ないかを確認するための証明書で、基本4情報 (氏名、住所、生年月日、性別)

等が記録されており、各種の文書を伴う電子申請等に利用されます。

一方、利用者証明用電子証明書は、利用者本人であることを証明するため

の証明書であり、マイナポータル (22の Q臥 参照)の ログインや各種証明

書のコンビニ交付サービスを受ける場合、インターネットを閲覧する際、等

での利用が想定されています。

マイナポータルのログイン、各種証明書のコンピニ

交付サービスを受ける場合、インターネットを聞覧
する際などに利用

個人番号カード

(利用局面)
マイナポータルのログイン等、本人であることの
認証手段として利用される。

(利用局面)
o Taxの確定申告等、文書を伴う電子申請等に

不J用される。

電子文書を送信する際などに利用
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電子証

有効期

電子証明書に有効期間はありますか。

平成28年 1月以降に発行される電子証明書の有効期間は、原則と

して個人番号カードの有効期間にかかわらず、発行の日から5回 目

の誕生日までとなります。

ただし、外国人住民については、在留期間が上記の期間より短い場合、在

留期間の満了する日までとなります。なお、在留期間の更新等により個人番

号カードの有効期間を変更した場合でも、電子証明書の有効期間は変更でき

ないため、電子証明書の利用継続を希望するときは、新たな電子証明書を発

行することになります。

また、引越しをした場合などは、署名用電子証明書が失効となってしまい

ますので、新たに住所地市区町村窓口で署名用電子証明書の発行手続を行う

ことになります。この場合、署名用電子証明書の有効期間は利用者証明用電

子証明書の有効期間の満了日と同じになります。

個人番号カードと電子証明書の有効期間の関係

(例)誕生月が1月、カードの発行がH285の 場合

H3210 °日ま臀
生曰 10回自の証■日

H381H285



サービスの継続提供

現行の住基カー ドの独自利用サービスについて

は、今後どのようになるのでしょうか。

現在、一部の市区町村が住基カードにより、コンビニでの各種証

~明 書の取得等のサービスを独自に提供しています。このような利用

サービスについては、個人番号カードにおいても引き続き提供できることと

されております。

なお、個人番号カードによるコンビニ交付サービスは、利用者証明用電子

証明書を用いた方式が新たに導入されることから、独自のアプリケーション

を搭載する必要がなく、条例を定める必要もないため、従来に比べ導入しや

すくなると考えられます。

住基カード 例:鮨

ビス等

個人番号カード

:I:I:
氏 名

住 所

引き継ぎできる!
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通知カー ドや個人番号カー ドの記載内容に変更
があったときは、どのような手続が必要ですか。

_  引越しなどで以後居住することになる市区町村に転入届を提出す

JHLレ る際、通知カードか個人番号カードのいずれかを同時に提出し、カー

ドの記載内容を変更する必要があります。

それ以外の場合でも、通知カードあるいは個人番号カー ドの記載内容に変

更があったときは、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を

変更する必要があります。

B町

B町 役場

A市

引越し

・・．
一
一
一
一
一
．

”
¨



引越したら再申請が必要なのでしょ

前ページのとおり、個人番号カードの継続利用手続を行うことで、

~再 申請をせずに、引き続き利用することができます。

ただし、個人番号カードに搭載された署名用電子証明書には住民票の基本

4情 報 (氏名、住所、生年月日、性別)が 記録されていますので、引越しに

より住所を変更した場合は失効することとなり、再申請が必要となります。

なお、利用者証明用電子証明書については、基本4情 報が記録されていない

ため失効しませんので、引き続き利用できます。

→
継続利用の手続

うか。

利
用
で
き
る

・・．
・．“
一̈

個人番号カード

再申請の必要あり
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個人番号カー ドのなりすまし取得については、
どのように防止するのでしょうか。

A給 堡倉言「TIス 庭菫[塀 含写::百 [:Ъ ttTゝ 三「[L言 者詈

は確実に増えます。したがって、なりすまし等によるカードの不正取得を防

止することはたいへん重要であり、個人番号カードの交付を受ける際に市区

町村の窓口において、以下の厳格な本人確認が必要であると考えられていま

す。

①運転免許証やパスポートといった顔写真付きの本人確認書類を提示する

こと

②本人確認書類を提出できない方は、住所に送付された、申請が本人の意

思に基づくものであることを確認するための照会書に必要事項を記入 ・

持参し、あわせて健康保険証や年金証書その他市区町村長が適当と認め

る書類を複数持参すること

運転免許証
市区町村の窓□
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日 ドからの
情報漏洩

IEl人番号カー ドの:Cチップから情報が筒抜けに

なる可能性はないのでしょうか。

個人番号カー ドのICチップには、税や年金の情報などプライバ

Aシ ー性の高い情報は記録されません。したがって、ICチップからプ

ライバシー性の高い個人情報が漏洩することはありません OCチ ップに記録

される情報は、カード面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書

等に限られています。)。

税や年金等の

情報は入つていません!



J マイナンハー

マイナポータルについて教えてください。

マイナポータルとは、行政機関がマイナンバー (個人番号)の 付い

一

た自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかが確認できるほか、行

政機関が保有する自分の情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ

などの情報等を自宅のパソコン等から確認できる、国民一人ひとりに提供さ

れる専用のポータルサイトです。たとえば、各種社会保険料の支払金額や確

定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。

なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があ

ることから、マイナポータルにログインする際、マイナンバーを用いないで

本人確認をする仕組みを考えています。具体的には、個人番号カード等に格

納された電子証明書とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採

用する予定です。

日本年金機構

自身の情報を
「マイナポータル」で確認
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通知カード

住民票のある市区町村まで、ご連絡ください。一定の手続を経た

うえで通知力=ド を再発行するか、個人番号カードの交付申請を行っ

紛失した

通知カードを紛失した場合、どうしたらよいの

も
Ａ

個人番号カードを

でしょうか。

ていただくことも考えられます。

紛失した場合
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

したらよ個人番号カードを紛失した場合、どう
貴し いのでしようか。

A在「賢屎駅全層員〔葉[βttI当誓落〔I」IF2年
4月3日現

第二者による不正使用等を防止するため、カードの一時停止処理を行います。
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